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令和７年度医学部臨時定員に係る方針について

第13回地域医療構想及び医師確保計画に
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

令 和 ５ 年 １ １ 月 ９ 日

資料２



○ 以下の閣議決定等に基づき、平成20年度以降、医学部臨時定員を暫定的に増員する取組が実施されたが、平成31年までに
全ての臨時定員の設置期限を迎えることとなっていた。
・ 「新医師確保総合対策」（平成18年8月31日４大臣※合意） ※４大臣：総務大臣、財務大臣、文科大臣、厚労大臣

・ 「緊急医師確保対策」（平成19年5月31日政府・与党決定）
・ 「経済財政改革の基本方針2009」（平成21年6月23日閣議決定）
・ 「新成長戦略」（平成22年6月18日閣議決定）

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月15日閣議決定）
2020年度、2021年度については、2019年度の医学部定員を超えない範囲で、その必要性を慎重に精査しつつ、暫定的に
現状の医学部定員を概ね維持する。2022年度以降については、定期的に医師需給推計を行った上で、働き方改革や医師偏
在の状況等に配慮しつつ、将来的な医学部定員の減員に向け、医師養成数の方針について検討する。

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）
医師偏在指標を活用し、臨床研修や専門研修を含む医師のキャリアパスも踏まえた実効性のある地域及び診療科の医師偏在対
策を推進する。2022 年度以降の医学部定員について、定期的に医師需給推計を行った上で、医学部定員の減員に向け、医師
養成数の方針について検討する。

○ 令和４年度の医学部臨時定員については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、当初令和４年度以降の医師養成数の
方針を示すこととしていた令和２年４月までの間に十分な議論を行うことができなかったことから、暫定的に令和２・３年度と同様の
方法で設定することとした。

○ 令和５年度の医学部臨時定員については、歯学部振替枠を除き令和４年度と同様の方法で設定することとし、歯学部振替枠
は廃止したうえで、地域の医師確保・診療科偏在対策に有用な範囲に限って、地域枠臨時定員として活用することとした。

〇 令和６年度の医学部臨時定員については、臨時定員全体の必要性を十分に精査し、地域における医師の確保に必要な範囲で
臨時定員の設置を認めることとした上で、令和元年度の医学部総定員数を上限とし、令和５年度の枠組みを暫定的に維持する
こととした。

平成18年度（2006年）からの医学部臨時定員増に係る方針

令和４年度（2022年）以降の医学部臨時定員に係る方針

医学部臨時定員増に係る経緯について
第６回地域医療構想及び医師確保計画に

関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

令 和 4 年 ８ 月 1 ０ 日

参考資料１

一部改変
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医学部定員

地域枠等

地域枠等を要件とした臨時定員

8,280人
（昭和56～59年度） 7,625人

(平成15～19年度)

昭和57年
閣議決定

「医師については
全体として過剰を

招かないように配慮」

昭和48年
閣議決定

「無医大県解消構想」

平成

○ 平成20年度以降、医学部の入学定員を過去最大規模まで増員。

○ 医学部定員に占める地域枠等*の数・割合も、増加してきている。（平成19年度173人（2.3％）→令和４年度1,736人（18.8％））

※地域枠等：地域医療に従事する医師を養成することを主たる目的とした学生を選抜する枠

昭和

(地域枠等及び地域枠等を要件とした臨時定員の人数について、令和５年文部科学省医学教育課調べ)

（人）

（P）9,403人
(令和６年度)

6,200人

※自治医科大学は、設立の趣旨に鑑み地域枠等からは除く。

令和

医学部入学定員と地域枠の年次推移
第６回地域医療構想及び医師確保計画に
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

令 和 4 年 ８ 月 1 ０ 日

参考資料１

一部改変

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 Ｈ30 R1 R2 R3 R4 R5
R6
(P)

医学部定員 7,625 7,793 8,486 8,846 8,923 8,991 9,041 9,069 9,134 9,262 9,420 9,419 9,420 9,330 9,357 9,374 9,384 9,403

医学部定員（自治医科大学を除く） 7,525 7,683 8,373 8,733 8,810 8,868 8,918 8,946 9,011 9,139 9,297 9,296 9,297 9,207 9,234 9,251 9,261 9,280

地域枠等以外の医学部定員 7,452 7,375 7,750 7,660 7,681 7,687 7,635 7,619 7,603 7,635 7,775 7,745 7,733 7,635 7,634 7,638 － －

地域枠等 173 418 736 1,186 1,242 1,304 1,406 1,450 1,531 1,627 1,645 1,669 1,682 1,688 1,723 1,736 － －

地域枠等の割合 2.3％ 5.4％ 8.8％ 13.6％ 14.1％ 14.7％ 15.8％ 16.2％ 17.0％ 17.8％ 17.7% 18.0％ 18.1％ 18.3％ 18.7％ 18.8％ － －

地域枠等を要件とした臨時定員 0 118 304 617 676 731 770 794 858 886 904 903 904 840 865 885 938 955

地域枠等を要件とした臨時定員の割合 0％ 1.5％ 3.6％ 7.1% 7.7% 8.2% 8.6% 8.9% 9.5% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.1% 9.4% 9.6％ 10.1％ 10.3%
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医師の確保に関する事項（第８次医療計画の見直しのポイント）

• 医師確保計画の策定において基礎となる、地域ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価するための医師

偏在指標について精緻化等を行う。

• 地域の実情に応じて安定した医師確保を行うため、地域枠等の恒久定員内への設置、寄附講座の設置、地域にお

ける子育て医師等支援などを進める。

概 要

・ 三師統計で用いる医師届出票において、「従たる

従事先」に記載された医療機関が主たる従事先と異

なる医療圏である場合、医師数を主たる従事先では

0.8人、従たる従事先では0.2人として医師偏在指標

を算出する。

※分娩取扱医師偏在指標及び小児科医師偏在指標も同様

・ 新たに、地域の実情に応じた施策を検討する際に

活用することができるよう、勤務施設別（病院及び

診療所）の医師偏在指標を参考として都道府県に提

示する。

医師偏在指標の精緻化等

• 安定した医師確保を行うため、都道府県は、積極

的に恒久定員内への地域枠や地元出身者枠の設置

について大学と調整を行う。

• 特に医師少数都道府県においては、地元出身者を

対象として他都道府県に所在する大学にも地域枠

を設置し、卒前からキャリア形成に関する支援を

行うことで医師確保を促進する。

• 都道府県は、寄附講座の設置、派遣元医療機関へ

の逸失利益の補填に加えて、その他の既存の施策

を組み合わせることで、医師少数区域等の医師確

保を推進する。

• 地域の医療関係者、都道府県、市区町村等が連携

し、地域の実情に応じた子育て医師等支援に取り

組む。

恒久定員内への地域枠等の設置促進等

令和５年度１回医療政策研修会

令 和 ５ 年 ５ 月 2 4 日

資料15

一部改変
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〇 令和元年６月に取りまとめられた、「経済財政運営と改革の基本方針2019」において、「2022 
年度以降の医学部定員について、定期的に医師需給推計を行った上で、医学部定員の減員に向け、
医師養成数の方針について検討する。」とされた。

〇 その後、「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会第５次中間とりまとめ」において医
学部定員減員に向けた検討の必要性や、恒久定員内の地域枠設置の重要性等が示され、本ワーキン
ググループにおいても、地域枠等の恒久定員内への設置の方針について検討が行われた。

〇 一方で、令和６年度の医学部定員については、前年度比増が続く結果となっていることから、長
期的な方向性と整合的となるよう、令和７年度の医学部臨時定員を精査する。

〇 このため、令和７年度の医学部臨時定員については、新たな「医師確保計画策定ガイドライン」
で示された方針も踏まえ、

・各都道府県に対して、積極的に恒久定員内への地域枠や地元出身者枠の設置についての大学との
調整の開始を促した上で、

・臨時定員全体の必要性を十分に精査し、とりわけ前年度比増となる意向については、当該都道府
県の医師偏在指標や地域枠医師の配置・運用状況、医師養成過程における教育・研修環境の体制、
医学部定員の欠員状況等を慎重かつ丁寧に精査し、

・必要に応じ、臨時定員を希望する都道府県・大学に対し、臨時定員の必要性について有識者も含
めた検討の場でヒアリングを実施する等、地域における医師の確保に真に必要な範囲で臨時定員
の設置を認めることとした上で、

・令和元年度の医学部総定員数（9,420人）を上限とし、令和６年度の枠組みを暫定的に維持する
こととする。

〇 令和８年度以降の医学部臨時定員については、各都道府県・大学の医師確保の現状を踏まえた臨
時定員の設置の方針も含めて、改めて検討する。

令和７年度医学部臨時定員に係る方針について
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